
コロナ療養者の投票権の確保について (比較表 )

法形式
対象とする
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選挙当日との関係

代理

記載

対象者であることの

証明手続

現

行

公職選挙法

(49条 2項 )

× × ×

・施設に期日前投票所を

設置(自 宅からの搬送)

・移動期日前投票所 等

× ×

○

郵使等投票証明書の交付手続

が必要

(立 民・自民・国民の案にお

いては不要)
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公選法改正案

=恒久的な

措置

新型インフルエンザ等

感染症 (新 型コロナウイ

ルス感染症のほか、感染

症法でこれと同等と位

置付けられる感染症。日

下の想定は、新型コロナ

ウイルス感染症のみ)

× ○ ○ O ×

(○ )

自粛等の期間に選

挙当日が含まれる

者

○

。「通知書」を添付し、選挙期

日の4日 前までに投票用紙

等を請求

現行法をそのま

ま適用

・施行日は、公布の

日から 10日 を経

過した日

・施行 日以後に公

示又は告示され

る選挙から適用

特例法

=当分の間の

措置

新型コロナウイルス感

染症に限定
× ○
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○

一時掃国中

の在外選挙

人名簿登録

者も対象

自粛等の期間が選

挙期日の公示又は

告示の日の翌日か

ら選挙当日までの

期間にかかること

が見込まれる者

×

毎札

・「通知書」を添付し、選挙期

日の4日 前までに投票用紙

等を請求

※特別の事情があり、知事及

び検疫所長から選管への情

報提供で証明できるときは

通知書不要

適用されるよう

整理

・ 6月 25日施行

・同日以後に公示

又は告示される

選挙から適用

・選挙人の感染

拡大防止の努

力

国

民

特例法

=当分の間の

措置

新型コロナウイルス感

染症に限定
× × ○ ○ ○

投票用紙等の請求

時点で感染症法・

検疫法の規定によ

る外出自粛要請に

応じている者

・「通知書」を添付し、投票用

紙等を請求

適用されるよう

整理

・施行 日以後初め

て公示される総

選挙から適用

公選法改正案 = 恒久的な措置

を考えていたが、自民案でよい
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るのが問題.全員入院は無理としても、少なくとも宿泊療養者にして期日前投票所等を設ければ、郵便等投票など必要なく、現行法で対応可能.8′
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